
申告の必要な方は

今年から納税相談は税務課へ

　次の①～⑥に該当する方が対象になります。なお、税務署に所得税の確定申告書を提出する
方や、本町に給与支払報告書を提出した方は、申告は不要です。
　①農業や商業、製造業などの事業を営んでいる方
　②譲渡・不動産・配当・利子・雑収入などの所得があった方
　③給与所得以外に公的年金（国民年金や厚生年金、農業者年金、各種共済組合年金、個人年

金など）による所得があった方
　④給与または公的年金等を２カ所以上から受け取っている方
　⑤給与所得者または公的年金等所得者で、事業所や公的年金等支払者が、給与支払報告書ま

たは公的年金等支払報告書を町に提出していない方
　⑥国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方

　これまで各地区会場で実施してきた納税相談は、申告相談時間の確保や申告システムトラブ
ルの軽減、個人情報の保護などを図るため、今年から役場税務課で実施いたします。
　なお、税務課で相談を行うことで
　・相談時間を午前 9 時から午後 4 時までに延長します。
　・個人ファイルを一括管理するため、対象地区以外の方の相談にも対応できるようになります。
　・休日の納税相談日を設定し、日程の都合がつかない方の利便性を図るようにします。
　相談者の皆様には何かとご不便等おかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします

【各地区納税相談日程表】

月    日 対象地区等 月    日 対象地区等 場所・受付時間
２月１７日（月） 長老 ３月３日（月） 仲町・田中・東町

受付場所：町民ホール

相談場所：税務課

受付時間
【午前】９時～１１時
【午後】１時～４時

２月１８日（火） 大原 ３月４日（火） 瀨見原・矢立
２月１９日（水） 横川 ３月５日（水） 関１・関２
２月２０日（木） 滑塚・境沢 ３月６日（木） 関３・関４・松原
２月２１日（金） ◆書類不備で再提出の方 ３月７日（金） ◆書類不備で再提出の方
２月２４日（月） 滑津 ３月１０日（月） 干蒲
２月２５日（火） 峠田上組・中組 ３月１１日（火）

◆上記日程で都合のつか
　ない方

◆書類不備で再提出の方

２月２６日（水） 峠田下組 ３月１２日（水）
２月２７日（木） 荒町 ３月１３日（木）
２月２８日（金） ◆書類不備で再提出の方 ３月１４日（金）
３月１日（土） ◎日程の都合がつかない方 ３月１７日（月）３月２日（日）

平成25年分所得の納税相談が始まります！
　今年も町・県民税の申告をしていただく時期になりました。　　
　この申告は、平成２６年度の町・県民税を算出する基礎となるほか、国民健康保険税や後期
高齢者保険料及び介護保険料並びに所得証明書等の資料となる大変重要な手続きです。

申告がない場合は、国民健康保険税・後期高齢者保険料や介護保険料の軽減や、
国民年金保険料の減免などが受けられませんので、ご注意ください。

平成25年分所得の納税相談が始まります！
　白石地区交通安全協会七ヶ宿支部では、白石警察署長・白石地区交通安全協会長連名表彰（交
通銅賞）に該当する方を募集しています。

※協会主催の安全運転者講習会に参加していない方
でも応募可能です。
　対象者が必ず表彰されるとは限らないため、予め
ご了承ください。
　上記の条件に該当される方は、２月１２日（水）ま
でに総務課企画係までご連絡をお願いします。
●お問い合わせ
　総務課企画係　☎３７－２１９４（担当　佐藤）

みんなで優良運転者を目指しましょう！

①運転免許を有し、現に自動車・原付等の運転をしている方。
②交通安全協会会員の方。
③３年以上、無事故・無違反の方。
④交通銅賞の受賞経歴がない方。
⑤①～④全てに該当し、運転免許証・交通安全協会会員証を複写させていた
だける方。（必要書類作成のみに利用します）
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　１月６日（月）に庁舎内に「七ヶ宿町
豪雪対策本部」を設置しました。今年は
例年に比べて降雪が多く、その分除雪を
行う機会が増えたのではないでしょう
か。住民の皆さんは除雪作業など手慣れ
たものかもしれませんが、慣れているか
らこその油断が重大な事故を招いてしま
うかもしれません。

◀こんな事にならな
いように、上記の５
項目を確認して安全
に作業を行いましょ
う。

～ 命を守る除雪中の事故防止５箇条 ～

除雪作業時の注意事項 ～安全に作業をするために～

１．作業は家族や知り合いにも声をかけて二人以上で行う！
２．屋根の雪を下ろすときは建物の周りに雪を残しておく！
３．晴れの日は屋根の雪が緩んでいるので要注意！
４．除雪機の雪詰まりはエンジンを切ってから取り除く！
５．面倒でも命綱やヘルメットの着用を！
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